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株式会社安成⼯務店 
サステナビリティ・リンク・ローン 
 

評価⽇︓2021 年 12 ⽉ 15 ⽇ 

  

ESG 推進室 

担当アナリスト︓篠原 めい 

格付投資情報センター（R&I）は、安成工務店を借入人、山口銀行を貸付人とするサステナビリティ・リ
ンク・ローン（契約締結日：2021 年 12 月 15 日）について、「サステナビリティ・リンク・ローン原則（2021
年 5 月版）」1及び環境省「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版」
の「サステナビリティ・リンク・ローンに期待される事項」に適合していることを確認した。オピニオンは
下記の見解に基づいている。 

■オピニオン概要 

(1) KPIs（Key Performance Indicators）の選定 
KPIs は以下の KPI-1、KPI-2 で構成される。KPIs はいずれも一貫した方法で測定可能な定量指標で

ある。KPI-1 は事業活動にともなう二酸化炭素排出量（t-CO2/年）である。年間の電力及びガソリン使用
量に各排出係数（環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」における排出係数）を乗じた値
として測定する。KPI-2 は戸建住宅の完成棟数に占めるＯＭソーラーシステム2の搭載率（%）である。
各年のＯＭソーラーシステム引渡棟数を完成棟数で除した値の百分率の 3 年移動平均として測定する
（小数点以下切り捨て）。    

YASUNARI グループは「事業活動を通じて地域課題を解消することに繋げることで『地域社会の発
展』と『企業の成長』双方の実現を図ることを活動軸としています。」としている。これらの活動軸を『経
済・環境・社会』の 3 側面（トリプルボトムライン）で評価をしながら取り組むことを YASUNARI グ
ループの CSV 基本方針と定義する。YASUNARI グループは CSR／CSV 推進活動と SDGs 達成に向け
た 5 つの重要ミッションとして、「環境保全」、「脱炭素」、「ひと」、「健康」、「まち・コミュニティ」を選
定している。各重要ミッションに関連する目標設定活動、2030 年目標値及び重要業績評価指標を定め、
活動を推進している。 

安成工務店は脱炭素社会・資源循環型社会の実現に向け、エコアクション２１を通じた環境マネジメ
ントシステムを構築している。エコアクション２１は環境省が 1996 年に策定した環境マネジメントシ
ステム。PDCA サイクルを基礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法
を定めたもので、ISO14001 規格を参考としつつ、中小事業者にとっても取り組みやすい環境経営シス
テムのあり方を規定している。安成工務店のエコアクション２１では、事業所における二酸化炭素排出
量（t-CO2）、電気使用量(kWh)、ガソリン使用量（L）、廃棄物排出量（t）、水道使用量（㎥）に加え、本
来業務での活動として、ＯＭソーラーシステムの搭載数（棟）、デコスファイバーの導入数（棟）、木材
CO2固定量（t-CO2）を管理指標に設定し、毎年の実績及び評価を「エコアクション２１環境活動レポー
ト」で公表している。 

サステナビリティ・リンク・ローンの KPIs はいずれも YASUNARI グループの重要ミッションであ
る「脱炭素」に関連する重要業績評価指標から選定されており、CSR／CSV 推進活動と明確に関連付け
られている。KPIs はエコアクション２１の推進体制のもとで管理され、PDCA サイクルを通じて実績
評価と改善が継続的に図られる。 

                              
1 ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）並びにローン・

シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が策定。 
2 ＯＭソーラーシステムは、東京芸術大学名誉教授の奥村昭雄氏（故人）が考案し、OM ソーラー協会（現 OM ソーラー株式会社）が

開発・販売する太陽熱を利用した住宅用省エネ設備である。屋根集熱パネルに集積した太陽熱をコントロールし、床暖房・換気・給湯

に利用することで一次エネルギー消費量の削減が可能となる。「熱と空気をデザインする」をコンセプトとし、安成工務店が手掛ける

「環境共生住宅」の基本設計に組み込まれている。最近では安成工務店が設計・施工を手掛ける戸建住宅の約半数に導入されている。 
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(2) SPTs（Sustainability Performance Targets）の特定 
SPTs は以下の SPT-1、SPT-2 で構成される。SPT-1 は 2023 年の事業活動にともなう二酸化炭素排出

量で 440.0t-CO2 以下を達成することである。SPT-1 は過去のトラックレコード対比で野心的な目標で
ある。二酸化炭素排出量のトラックレコードをみると、2020 年は 499.6t-CO2 と 2017 年の 410.3t-CO2

対比で 2 割強の増加、単純平均にして年間+7.3％のペースで排出量が増加している。SPT-1 は 2021 年
からの 3 年間で 59.6t-CO2の削減、単純平均にして年間約▲4.0%のペースで排出量の削減を目指すもの。
安成工務店は事業所で使用する電力の過半をトラッキング可能な再エネ由来の非化石証書メニューへと
順次切り替えていくことで SPT-1 を達成する計画である。SPT-1 は安成工務店にとって自然体では達成
できない野心的な水準である。 

SPT-2 は 2023 年のＯＭソーラーシステム搭載率（3 年移動平均）で 60%以上を達成することである。
SPT-2 は国内の参照値を上回る野心的な目標である。SPT-2 の参照値として、地球温暖化対策計画（2021
年 10 月閣議決定）における住宅の省エネルギー化の目標が挙げられる。同計画によれば、「2050 年のカ
ーボンニュートラル実現の姿を見据えつつ、2030 年に目指すべき住宅の姿としては、現在、技術的かつ
経済的に利用可能な技術を最大限活用し、新築される住宅については ZEH 基準3の水準の省エネルギー
性能が確保4されていることを目指す。」とされる。すべての新築住宅で 2030 年に ZEH Oriented 以上を
充足することが政策目標となっており、今後はこの目標に合わせて省エネ基準の適合義務範囲が拡大さ
れるとともに、現行の誘導基準5の引き上げ等も予定されている。安成工務店が設計・施工を手掛ける全
住戸は強化外皮基準6を満たしており、ＯＭソーラーシステムを搭載した住戸においては、省エネ基準を
満たした住戸に比べて一次エネルギー消費量にして 20%以上の削減効果7が期待できるとされる。ＯＭソ
ーラーシステムの搭載は、政府目標が基準とする ZEH Oriented を充足するための前提条件となる。以
上を踏まえたうえで、SPT-2 は政府目標を超える野心的な水準である。   

ＯＭソーラーシステムを搭載するかどうかは施主の判断に依存し、施主にかかるコスト負担も大きい
ことから、経営努力により搭載率を上げることは容易でない。安成工務店はＯＭソーラーと太陽光発電
を組み合わせたＯＭＸなどの商品も提案し、ランニングコストの抑制効果等を訴求しながら、ZEH の普
及促進8とあわせて自然エネルギーを活用した「環境共生住宅」の販売を強化していく考えだ。  

(3) ローンの特性 
サステナビリティ・リンク・ローンは 2026 年 12 月 15 日の償還を予定しており、SPTs 判定日は 2024

年 10 月末日である。SPTs 判定日に安成工務店から山口銀行に提出される 2023 年 12 月末日時点の実
績をもって適用条件を判定する。SPTs 判定日にいずれかまたは全ての SPTs を充足している場合、2024
年 12 月 30 日及びそれ以降に開始する各利息計算期間について、SPTs の充足状況に応じた指定の金利
優遇措置が適用される。適用条件は SPTs の判定結果と連動し、安成工務店の経済的インセンティブと
して機能する。 

(4) レポ―ティング 
安成工務店は原則として 2022 年 10 月末日及びそれ以降、各年の 10 月末日を期限として、その前年

における KPIs の実績を確認することができる書面を山口銀行に提出する。安成工務店は KPIs の実績
値の根拠となる数値をエコアクション２１の「環境活動レポート」で開示する。すべてのステークホル
ダーが各年における KPIs の実績と SPTs の判定結果を公開情報として確認することが可能であり、こ
れをもって継続的な対話が図られる。 

(5) 検証 
KPIs の実績及び SPTs の達成状況は公開情報を用いてすべてのステークホルダーが検証可能である。 

                              
3 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）：20%以上の省エネルギーを図ったうえ上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネ

ルギー消費量を更に削減した住宅について、その削減量に応じて、①『ZEH』（100%以上削減）、②Nearly ZEH（75%以上 100%未満

削減）、③ZEH Oriented（再生可能エネルギー導入なし）と定義している。 
4 強化外皮基準への適合及び再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値から20%削減。 
5 一次エネルギー消費量を省エネ基準値から 10%削減。 
6 6 地域の外皮平均熱貫流率（UA値）で 0.6 以下。安成工務店が設計・施工する住宅の UA値は 0.52 程度が標準。 
7 OM ソーラーシステムを搭載した全住戸の平均（2020 年度実績）。なお、一次エネルギー消費量の削減率は住戸の大きさや屋根の大

きさ等に大きく依存するため一様でない。 
8 安成工務店は、戸建 ZEH 補助金制度（経済産業省・環境省）の ZEH ビルダーとして 2016 年に登録されている。2025 年度の ZEH
普及目標（自社が受注する注文住宅のうち ZEH が占める割合）は 60%、2020 年度の同実績は 47％となっている（一般社団法人環境

共創イニシアチブの ZEH ビルダー データベースにて 2021 年 11 月 26 日時点の情報として掲載）。 
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借⼊⼈の概要 

1951 年創立の総合建設業。福岡県、山口県を本拠地とする。住宅事業と建築事業の売上が全体の約 9 割（2020
年実績）を占める。自社で技術開発から手掛ける「環境共生住宅」の設計・施工を得意とし、「OM ソーラー
ハウス9」の施工実績は 1989 年の販売開始から累計で 1,320 棟（2021 年 7 月時点）に及ぶ。1994 年にデコ
スファイバー断熱材10の乾式吹込み工法を開発し標準化するなど、省エネと資源循環をコンセプトとする環
境配慮型住宅の普及促進に早くから取り組んできた。 

  

                              
9 OM ソーラーシステムを装備した戸建て住宅。 
10 新聞紙を解繊し、難燃剤と撥水材を添加した繊維状の断熱材であり、新聞紙のリサイクルによる再生材。 
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1. KPIs の選定 

評価対象の「KPIs の選定」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合している。 

(1) KPIs の概要 

・ KPIs は以下の KPI-1、KPI-2 で構成される。KPIs はいずれも一貫した方法で測定可能な定量指標で
ある。 

・ KPI-1 は事業活動にともなう二酸化炭素排出量（t-CO2/年）である。年間の電力及びガソリン使用量に
各排出係数（環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」における排出係数）を乗じた値とし
て測定する。 

・ KPI-2 は戸建住宅の完成棟数に占めるＯＭソーラーシステムの搭載率（%）である。各年のＯＭソーラ
ーシステム引渡棟数を完成棟数で除した値の百分率の 3 年移動平均として測定する（小数点以下切り
捨て）。ＯＭソーラーシステムは、「建築地の気候風土を設計に活かし、太陽や風など自然の恵みを暮
らしに取り入れるシステム」として、OM ソーラー株式会社が開発した、太陽熱を利用した住宅用省
エネ設備。安成工務店の試算によれば、日中に屋根から集熱した太陽熱を冬は夜間の床暖房に、夏は
給湯に使用するなどして、年間の一次エネルギー消費量を削減することが可能とされる。 

■ＯＭソーラーシステムの仕組み 

 
[出所：YASUNARI グループ CSV レポート 2021] 
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(2) KPIs の重要性 

① CSV 基本⽅針 

・ YASUNARI グループは「事業活動を通じて地域課題を解消することに繋げることで『地域社会の発展』
と『企業の成長』双方の実現を図ることを活動軸としています。」としている。これらの活動軸を『経
済・環境・社会』の 3 側面（トリプルボトムライン）で評価をしながら取り組むことを YASUNARI グ
ループの CSV 基本方針と定義する。 

■CSV 基本⽅針と SDGs の関係 

  

 

[出所：YASUNARI グループ CSV レポート 2021] 
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② 安成⼯務店の「エコアクション２１」（環境マネジメントシステム） 

・ 安成工務店は脱炭素社会・資源循環型社会の実現に向け、エコアクション２１を通じた環境マネジメ
ントシステムを構築している。エコアクション２１は環境省が 1996 年に策定した環境マネジメント
システム。PDCA サイクルを基礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための
方法を定めたもので、ISO14001 規格を参考としつつ、中小事業者にとっても取り組みやすい環境経営
システムのあり方を規定している。地球温暖化対策計画（2021 年 10 月閣議決定）においても、「事業
活動における環境への配慮の促進」に資する取組みとして、分野横断的な推進施策の一つに位置付け
られている。エコアクション２１に自主的・積極的に取り組み、ガイドラインで規定している環境経
営システム及び報告書の要求事項を満たす事業者に対し、第三者が一定の評価を与える制度として、
エコアクション２１の認証・登録制度が 2004 年より実施されている。 

・ 安成工務店は 2007 年より環境経営に関連するデータ管理を開始し、2008 年 12 月よりエコアクショ
ン２１の認定を受けている。エコアクション２１では、事業所における二酸化炭素排出量（t-CO2）、
電気使用量(kWh)、ガソリン使用量（L）、廃棄物排出量（t）、水道使用量（㎥）に加え、本来業務での
活動として、OM ソーラーシステムの搭載数（棟）、デコスファイバーの導入数（棟）、木材 CO2 固定
量（t-CO2）を管理指標に設定し、毎年の実績及び評価を「エコアクション２１環境活動レポート」で
公表している。  

③ 重要ミッション 

・ YASUNARI グループは CSR／CSV 推進活動と SDGs 達成に向けた５つの重要ミッションとして、
「環境保全」、「脱炭素」、「ひと」、「健康」、「まち・コミュニティ」を選定している。各重要ミッション
に関連する目標設定活動、2030 年目標値及び重要業績評価指標を定め、活動を推進している。 

■YASUNARI グループの５つのミッション 

 

[出所：YASUNARI グループ CSV レポート 2021] 
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■５つのミッションと重要業績評価指標 

 

[出所︓YASUNARI グループ CSV レポート 2021] 
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④ KPIs の重要性 

・ サステナビリティ・リンク・ローンの KPIs はいずれも YASUNARI グループの重要ミッションである
「脱炭素」に関連する重要業績評価指標から選定されており、CSR／CSV 推進活動と明確に関連付け
られている。KPIs はエコアクション２１の推進体制のもとで管理され、PDCA サイクルを通じて実績
評価と改善が継続的に図られる。 

 

2. SPTs の設定 

評価対象の「SPTs の設定」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合している。 

(1) SPTs の概要 

・ SPTs は以下の SPT-1、SPT-2 で構成される。 

・ SPT-1 は 2023 年の事業活動にともなう二酸化炭素排出量で 440.0t-CO2以下を達成することである。 

・ SPT-2 は 2023 年のＯＭソーラーシステム搭載率（3 年移動平均）で 60%以上を達成することである。 

* 各年の 1月から 12 月までを対象期間とする。 

 [出所：安成工務店「エコアクション２１ 環境活動レポート」（2021 年 3 月 31 日発行）] 

 

(2) SPTs の野⼼性 

① SPTs の野⼼性 

 SPT-1 は過去のトラックレコード対比で野心的な目標である。二酸化炭素排出量のトラックレコード
をみると、2020 年は 499.6t-CO2と 2017 年の 410.3t-CO2対比で 2 割強の増加、単純平均にして年間
+7.3％のペースで排出量が増加している。SPT-1 は 2021 年からの 3 年間で 59.6t-CO2の削減、単純平
均にして年間約▲4.0%のペースで排出量の削減を目指すもの。安成工務店は事業所で使用する電力の
過半をトラッキング可能な再エネ由来の非化石証書メニューへと順次切り替えていくことで SPT-1 を
達成する計画である。SPT-1 は安成工務店にとって自然体では達成できない野心的な水準である。 
  

SPTs 2018 年* 2019 年* 2020 年* 2021 年* 2022 年* 2023 年* 

⼆酸化炭素 

排出量 

（単位︓t-CO2） 

SPT-1 - - - - - 
440.0 t 

以下 

実績 438.2 t 452.5 t 499.6 t - -   

OM ソーラー 

システム搭載率 

（3 年移動平均、

単位︓%） 

SPT-2 - - - - - 
60% 

以上 

実績 36% 44% 55% - - - 
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■⼆酸化炭素排出量（t-CO2）  
  2017 年* 2018 年* 2019 年* 2020 年* 2021 年* 2022 年* 2023 年* 

SPT-1 - - - - - - 
440.0 t 

以下 

実績 410.3 t 438.2 t 452.5 t 499.6 t       

*各年の 1 月から 12 月までを対象期間とする。 

 [出所：安成工務店「エコアクション２１ 環境活動レポート」（2021 年 3 月 31 日発行）] 

・SPT-2 は国内の参照値を上回る野心的な目標である。SPT-2 の参照値として、地球温暖化対策計画
（2021 年 10 月閣議決定）における住宅の省エネルギー化の目標が挙げられる。同計画によれば、「2050
年のカーボンニュートラル実現の姿を見据えつつ、2030 年に目指すべき住宅の姿としては、現在、技術
的かつ経済的に利用可能な技術を最大限活用し、新築される住宅については ZEH 基準の水準の省エネ
ルギー性能が確保されていることを目指す。」とされる。換言すれば、すべての新築住宅で 2030 年に
ZEH Oriented 以上を充足することが政策目標となっており、今後はこの目標に合わせて省エネ基準の
適合義務範囲が拡大されるとともに、現行の誘導基準の引き上げ等も予定されている。安成工務店が設
計・施工を手掛ける全住戸は強化外皮基準 を満たしており、ＯＭソーラーシステムを搭載した住戸にお
いては、省エネ基準を満たした住戸に比べて一次エネルギー消費量にして 20%以上の削減効果 が期待
できるとされる。ＯＭソーラーシステムの搭載は、政府目標が基準とする ZEH Oriented を充足するた
めの前提条件となる。以上を踏まえたうえで、SPT-2 は政府目標を超える野心的な水準である。ＯＭソ
ーラーシステムを搭載するかどうかは施主の判断に依存し、施主にかかるコスト負担も大きいことから、
経営努力により搭載率を上げることは容易でない。安成工務店はＯＭソーラーと太陽光発電を組み合わ
せたＯＭＸなどの商品も提案し、ランニングコストの抑制効果等を訴求しながら、ZEH の普及促進とあ
わせて自然エネルギーを活用した「環境共生住宅」の販売を強化していく考えだ。 

■ＯＭソーラー搭載率 
  2016 年* 2017 年* 2018 年* 2019 年* 2020 年* 2021 年* 2022 年* 2023 年* 

SPT-2 - - - - - - - 
60% 

以上 

実績 

（移動平均） 
- - 36% 44% 55% - - - 

(OMS 棟数) (28) (37) (48) (48) (57) - - - 

(完成棟数) (96) (109) (103) (90) (87) - - - 

(平均) (29.2%) (33.9%) (46.6%) (53.3%) (65.5%) - - - 

* 各年の 1月から 12 月までを対象期間とする。 

 [出所：安成工務店「エコアクション２１ 環境活動レポート」（2021 年 3 月 31 日発行）] 

 

(3) SPTs の妥当性 

・ 安成工務店はサステナビリティ・コーディネーターである山口銀行の支援を得て SPTs を設定してい
る。 

・ 本サステナビリティ・リンク・ローンについて、独立した第三者である R&I から「サステナビリティ・
リンク・ローン原則（2021 年 5 月版）」 及び環境省「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・
ローンガイドライン 2020 年版」の「サステナビリティ・リンク・ローンに期待される事項」に適合し
ている旨のセカンドオピニオンを取得している。 



セカンドオピニオン 

 

 10/11 

3. ローンの特性 

評価対象の「ローンの特性」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合している。 

・ 安成工務店はサステナビリティ・コーディネーターである山口銀行と本サステナビリティ・リンク・ロ
ーンの財務・構造的特性を協議した。 

・ 本サステナビリティ・リンク・ローンは 2026 年 12 月 15 日の償還を予定しており、SPTs 判定日は
2024 年 10 月末日である。SPTs 判定日に安成工務店から山口銀行に提出される 2023 年 12 月末日
時点の実績をもって適用条件を判定する。 

・ SPTs 判定日にいずれかまたは全ての SPTs を充足している場合、2024 年 12 月 30 日及びそれ以降に
開始する各利息計算期間について、SPTs の充足状況に応じた指定の金利優遇措置が適用される。適用
条件は SPTs の判定結果と連動し、安成工務店の経済的インセンティブとして機能する。 

・ 本サステナビリティ・リンク・ローンの財務・構造的特性を定義付ける KPIs、SPTs 判定日、判定内
容及び適用条件といった詳細を金銭消費貸借契約書に規定している。 

 

4. レポーティング 

評価対象の「レポーティング」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合してい
る。 

・ 安成工務店は原則として 2022 年 10 月末日及びそれ以降、各年の 10 月末日を期限として、その前年
における KPIs の実績を確認することができる書面を山口銀行に提出する。 

・ 安成工務店は KPIs の実績値の根拠となる数値をエコアクション２１の「環境活動レポート」で開示す
る。すべてのステークホルダーが各年における KPIs の実績と SPTs の判定結果を公開情報として確認
することが可能であり、これをもって継続的な対話が図られる。 

 

5. 検証 

評価対象の「検証」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合している。 

・ KPIs の実績及び SPTs の達成状況は公開情報を用いてすべてのステークホルダーが検証可能である。 

 

 

以 上 
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